
　９月９日（土）は｢救急の日｣です。
　今年は９月３日（日）から９月９日（土）までの1週間を「救急医療週間」と定めています。

　平成29年７月臨時会を７月25日に開きました。
　市長から提出された第56号議案｢損害賠償請求控訴事件等の和解について｣が全会一致で可決されました。
◇議決結果

　救急車は重症患者を緊急に搬送するためのものです。救急車を正しく利用し、緊急性の低い場合の
利用はさけましょう。

◇日　時：９月10日（日） 13時～　　　　        
◇場　所：御坊市消防本部　訓練室
◇定　員：先着15名　　　
◇受講料：無料　
◇対　象：中学生以上で市内に在住
　　　　　または在勤している方　
 　　　  ※受講された方には、修了証を発行します。
◇申し込み・問い合わせ：御坊市消防署　救命救助班　　☎0738-22-0800

救急医療にご理解とご協力を

普通救命講習会を開催します
救命のリレーの第１走者はあなたです  応急手当てを覚えましょう

救命のリレー

｢救急の日｣と｢救急医療週間｣

ごぼう議会だより　No.14

９月になっても熱中症に注意しましょう

平成29年７月臨時会

熱中症予防のため、水分補給や適度な休憩を取りましょう

◇問い合わせ　議会事務局　☎0738-23-5514

議 案 番 号 事　　　件　　　名
第56号議案 損害賠償請求控訴事件等の和解について

議 決 結 果
可　　決
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